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令和５年６月定例会 経済・雇用対策特別委員会の概要 

 

日時 令和５年７月５日（水）   開会 午前１０時 

               閉会 午後 ０時 ３分 

場所 第６委員会室 

出席委員 宇田川幸夫委員長 

     権守幸男委員長 

     鈴木まさひろ委員、渋谷真実子委員、阿左美健司委員、荒木裕介委員、 

     齊藤邦明委員、高橋政雄委員、鈴木正人委員、小川寿士委員、水村篤弘委員、 

     戸野部直乃委員、井上航委員 

欠席委員 なし 

説明者  [産業労働部] 

     目良聡産業労働部長、野尻一敏地域経済・観光局長、 

     久保佳代子雇用労働局長、竹内康樹産業労働政策課長、 

     小貝喜海雄商業・サービス産業支援課長、神野真邦産業支援課長、 

     坂入康昭産業創造課長、村井秀成産業拠点整備推進幹、島田守企業立地課長、 

     横内治金融課長、松澤純一観光課長、高橋利維雇用労働課長、 

     鯨井素子人材活躍支援課長、深野成昭多様な働き方推進課長、 

     植竹眞生産業人材育成課長 

 

     [総務部] 

     高橋厚夫契約局長、新井昌行入札課長、島崎二郎入札審査課長 

 

     [県土整備部] 

     武澤安彦県土整備部副部長、加来卓三県土整備政策課長、 

     飯塚雅彦県土整備政策課政策幹、木村暢宏建設管理課長 

 

     [都市整備部] 

     坂行正都市整備政策課長、松井直行営繕課長、小久保賢一設備課長 

 

 

会議に付した事件 

 埼玉県経済の動向と経済・雇用対策について 
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令和５年６月定例会 経済・雇用対策特別委員会における発言 

 

 

鈴木（ま）委員 

１ パートナーシップ構築宣言の登録によって優遇措置を設けたことは取引の適正化を進

める上でも有意義なことと認識している。この優遇措置についての現状と今後について

はどうか。 

２ 埼玉県では独自に価格交渉支援ツールを導入し、企業に提供しており、県の主体的な

取組として望ましいものと捉えている。この使用状況はどうか。 

３ 男性育休推進員の具体的な役割は何か。 

４ 取得率向上に向けた目標値について、現状を踏まえてどのように考えているのか。 

 

産業労働政策課長 

１ 県では昨年度から、価格転嫁に資するパートナーシップ構築宣言の登録促進を行って

いるところであり、宣言を登録いただいた企業への優遇措置の検討を進めてきた。昨年

度には、いち早く、宣言を登録いただいた企業が県の制度融資で優遇措置を受けられる

よう対処した。今年度も更に優遇措置を拡大する予定だが、令和５年７月１日以降に公

告する県発注工事の調達において、総合評価方式の評価項目の対象に加えたところであ

る。また、今後の更なる登録促進に向け検討している。 

２ 価格交渉支援ツールの使用状況については、令和５年２月１０日のリリース以来、多

くの企業や県内経済団体などから、「とても使いやすく、価格高騰を示す根拠資料の作成

に役立っている」という感謝の言葉を頂いている。その中で、価格交渉支援ツールのダウ

ンロードページのアクセス数は、７月４日現在で１４，８４３件となっている。 

 

多様な働き方推進課長 

３ 男性育休推進員については、例えば、多様な働き方実践企業の認定企業で、男性従業

員の育休取得を推進している企業など、男性の育休取得に積極的に取り組んでいる企業

の人事担当者などに依頼したいと考えている。推進員の役割としては、男性従業員の育

休取得のための環境づくりを進めたいと考えている企業に対して、自社において工夫し

たこと、苦労したこと、取組の効果、などをアドバイスしていただきたい。県は、男性

育休推進員とアドバイスを受けたい企業をマッチングするものである。現場における生

の声は企業にとっては参考になるものと考えている。 

４ 県の就労実態調査によると、令和４年度の男性の育児休業取得率は２７％となってお

り、令和３年度の１６．５％と比べ、着実に増えている。令和４年度から改正育児介護

休業法が施行されたことが要因であると考える。しかし、男性の育休取得率は女性の９

３．１％に比べると依然として低い状態にあると認識している。なお、現在、県として

取得率の目標は設定していない。 

 

鈴木（ま）委員 

１ パートナーシップ構築宣言について、企業アンケートなどで企業のニーズを吸い上げ

つつ、専門家や多方面での情報を収集し、企業に有利で更に幅広い優遇措置となるよう

検討してもらいたいと考えるが、どうか。 

２ 県独自の価格交渉支援ツールについては、経済界と協力し、今後も埼玉モデルとして、

全国展開や更なるブラッシュアップの方向で推進していただきたいがどうか。 
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３ 男性育休については、高い効果を見出すため、取得した日数の目標値をＫＰＩとして

設定してはどうか。 

 

産業労働政策課長 

１ 情報収集をしていく中で、パートナーシップ構築宣言の登録促進を進めている他の自

治体において、補助金の審査時に加点措置を行うことが効果的であることが分かってき

た。こうしたことを踏まえ、令和５年８月から申請受付を開始する３補助金についてパ

ートナーシップ構築宣言の登録を審査時の加点項目として追加をしていきたいと考えて

いる。他の補助金の募集状況等を見定めつつ、優遇措置の拡充を検討していく。 

２ 価格交渉支援ツールについては、関東経済産業局や日本商工会議所などから全国に紹

介いただいており、他県からの問合せも、かなり幅広くいただいている状況である。県内

企業のみならず、広くお使いいただいており、例えば国においても企業訪問を行う際に、

この支援ツールを使って説明を頂いているという話も聞いている。また、更なるブラッ

シュアップについては、直近の情報を更新して使っており、企業からは「使いやすい」と

いうお話を頂いている。よって、今すぐにブラッシュアップを図ることは検討していな

いが、今後、更に利用いただく中で、幅広く意見を頂き、ブラッシュアップについても検

討していく。 

 

多様な働き方推進課長 

３ 取得率だけでなくどれだけの期間取得しているかが大切と考える。国の調査では、共

働き世帯で夫の家事育児時間がない場合は妻の約４割が離職している。一方、夫の家事

育児時間が４時間以上ある場合、妻の離職割合は１３％となっており、夫の家事育児時

間が長いほど妻が就業継続する割合が高い。県の実態調査では令和４年度の男性育休期

間は２３日、女性は２４４日となっており、取得率のみならず取得期間にも差がある。

今後は率と期間の両にらみで施策を進めていく。なお、男性育休の取得率については、

国の「こども未来戦略方針」で、２０２５年に民間の男性育休取得率を５０％と設定し

ている。こうした国の目標も視野に入れながら施策を進めていく。 

 

鈴木（ま）委員 

 コロナ禍を経てエビデンスが重要視されるようになっている。男性育休が企業に及ぼす

メリットや効果を調べ、積極的に情報発信していってもらいたいが、いかがか。 

 

多様な働き方推進課長 

 県には男性育休に積極的な企業を「男性育児休業等推進宣言企業」として登録する制度

があり、先進的な取組を県ホームページで広くＰＲしている。また、宣言企業に対するア

ンケート結果には、従業員の採用活動でＰＲできたといった声も寄せられている。国の情

報のみならず、こうした企業の現場の声を聴きながら、広く発信に努めていきたい。 

 

渋谷委員 

１ 「サーキュラーエコノミー推進センター埼玉」が先月北与野の新都心ビジネス交流プ

ラザに開所されたが、より多くの方に利用していただくために、どのような取組を考え

ているのか。 

２ サーキュラーエコノミーを推進するにあたり、参考となるリーディングモデルなどは

あるのか。 
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３ 県内の高校生に対してどのような就職支援を県として行っているのか。 

４ 県土整備部が発注する公共事業は、原則、県内企業に発注していると思うが、各県土

整備事務所が発注する公共事業について、管内の地元業者へ発注するためにどのような

取組をしているのか。 

 

産業創造課長 

１ ６月１５に開所式を行ったところだが、「サーキュラーエコノミー推進センター埼玉」

の開所式の開催に当たっては、県内経済団体や金融機関のほか、１，５００者程の会員

数がいる「埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」など、既に多数の会員がおり、

サーキュラーエコノミーと親和性の高い団体にも周知し、参加を募ったところである。

また、センターの開所後には、センターに配置したコーディネーターと産業振興公社の

担当職員が、サーキュラーエコノミーに既に取り組んでいる企業や意欲的な企業へ企業

回りを行って周知を図っている。さらに、今後は、サーキュラーエコノミーに関するセ

ミナーを開催する。このセミナーに多くの方に参加いただき、サーキュラーエコノミー

の重要性の理解やセンター自体の認知度を向上させ、なるべく多くの方にセンターを活

用していただきたい。 

２ 一番分かりやすい取組はＰＥＴボトルで、回収した使用済ＰＥＴボトルを原料に戻し、

再びＰＥＴボトルを作る「ＰＥＴボトルの水平リサイクル」がある。本県としても今年

度、環境部の取組ではあるが、埼玉スタジアム２００２において浦和レッズなどと連携

してこの実証実験を行っている。また、総合商社の取組だが、食品製造過程で発生する

コーヒーかす、お茶殻などの食品廃棄物とパルプを混ぜ合わせて原料にした循環型食器

を開発し、食器利用後は堆肥化、炭化、紙への再生等に再利用すると同時に、プラスチ

ック廃棄物の排出抑制に取り組んでいる事例もある。この循環型食器については、さい

たまアリーナが開催した「けやきひろば春のビール祭り」において一部導入し、周知や

サーキュラーエコノミーに対する理解促進を図ったところである。今後もより多くのリ

ーディングモデルの情報収集を行い、これらのリーディングモデルを参考にしつつ、サ

ーキュラーエコノミーを推進していく。 

 

雇用労働課長 

３ 教育局とハローワークが連携して支援を行っている。７月と１１月には、県内高校生

を対象とする合同企業説明会を開催しており、県も主催者として協力している。また、

県としては、高校生により多くの県内企業を知ってもらう取組が必要と考え、令和４年

度には、県と埼玉労働局や県教育局との共催で、県立高等学校３校で高校生の採用実績

のない企業など５社程度を集めた企業と高校との交流会を試験的に実施した。令和５年

度については、各ハローワークにて実施している高校と企業との情報交換会に参加条件

や会場定員により参加できていない企業を対象として、労働局、教育委員会、埼玉県が

主催となり高校と企業の情報交換会を県西部地域で大々的に実施する予定である。県内

企業の魅力を若者に伝えるとともに、合同企業説明会を併せて行う「ジョブフェス埼玉」

という就活イベントにも高校生の参加を呼び掛けるなど、引き続き、高校生の就職支援

に取り組んでいきたい。 

 

建設管理課長 

４ 建設工事の一般競争入札では、「埼玉県一般競争入札参加条件設定ガイドライン」に

基づき、地元企業の受注機会を確保しつつ、公正な競争が確保できるよう、入札に参加
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できる企業の条件を定めている。入札参加条件の地域要件の設定に当たっては、県土整

備事務所管轄区域を基本として、県内を１６の単位地域に分け、工事を実施する箇所の

単位地域と、これに隣接する１単位地域を合わせた地域要件とすることを原則とし、入

札に参加できる企業の数を２０から３０者以上確保することとしている。また、総合評

価方式の入札では、地域貢献の取組や地域精通度を重点的に評価する「地域担手型」を

活用し、管内企業の受注機会確保に取り組んでいる。 

 

小川委員 

１ 就職氷河期世代向けへの対応について、１９９０年代初頭から２０００年代半ばの雇

用環境が非常に厳しい時期に就職を行った世代への就職支援ということであると思う

が、この世代が就職活動あるいは就職をした当時から既に長い年月が経過している。こ

れまで行われてきた支援について伺う。また、現状における当事者の方々の環境がどの

ような状況にあって、どのような支援に取り組んでいるのか。 

２ 「障害者雇用総合サポートセンター」において障害者職場定着支援に取り組まれ、そ

の中では「重度障害者等への伴走型パッケージ支援」を行っていると聞いた。重度訪問

介護制度を利用している障害者の職場定着における課題は何か。 

 

雇用労働課長 

１ これまでに行われてきた就職氷河期世代への就職支援については、国と県が連携して

実施してきた。国のハローワークでは、就職氷河期世代専門窓口を設置し、就職氷河期

世代向け求人の取扱いを行うほか、若者サポートステーションでは、無業者向けのカウ

ンセリングや、就職活動を始める際に必要な基礎的能力に関するセミナー、無償の仕事

体験などにより就労を支援している。県では、県内企業での正社員化を支援するための

キャリアコンサルティングやセミナーを開催するほか、正社員として働く心構えなどの

研修や合同企業説明会・面接会を開催しマッチングを図ってきた。また、若者自立支援

センター埼玉においては、有償型の就業体験など若者サポートステーションを利用する

前段階の方への支援を行ってきた。さらに、企業に対し就職氷河期世代活用人材戦略セ

ミナーを開催して採用後の定着支援を行っている。次に、現状における当事者を取り巻

く環境と今後の支援についてである。現在、就職氷河期世代の方の年齢は、おおむね３

５歳から５５歳までであり、社会を支える中心世代として、また、社員として安定した

生活を送り、安心して結婚や子育てができるよう支援する必要があると考えている。そ

こで、県では令和５年度から、埼玉しごとセンターに就職氷河期コーナーを設置し、業

界研究、自己肯定感向上、応募書類の書き方などの各種セミナーを実施するほか、希望

条件等をキャリアカウンセリングによって整理することで、就職の道筋を立てる伴走型

の支援に力を入れており、埼玉しごとセンター内のハローワークコーナーの職業相談・

職業紹介に円滑につなげられるよう連携を強化した。引き続き、企業向けの就職氷河期

世代活用人材戦略セミナーを開催するなどして、県等が実施する合同企業説明会・面接

会への参加につなぎ、就職を支援していきたい。 

２ 県では、障害者雇用総合サポートセンターにおいて障害者の就職を支援している。「企

業伴走型パッケージ雇用支援事業」は令和４年度から実施しているが、重度訪問介護を

利用されている方の実績はない。重度訪問介護を利用されている方は、重度の障害を持

ち、常時介護を要する方なので、就労に当たっては手厚いサポートが必要になり、重度

訪問介護サービス事業者や市町村との連携が重要ということを課題として考えている。

国の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、こうした障害者の方を雇用す
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る企業に対し、職場での介助や通勤の援助に係る助成金を設けている。県では、こうし

た助成金を紹介することで障害者の方の就労を手伝うことができればと考えている。 

 

小川委員 

 就労中の重度訪問介護サービスは一切利用が認められていなかったが、近年では認めら

れるようになってきた。国の制度の普及は進んでいない。このような状況についてどのよ

うに認識しているのか。 

 

雇用労働課長 

 重度訪問介護の利用者が常時介護を必要とする方で、就労には高い壁があると認識して

いる。国の制度化は行われたが、利用の実態が伴っていないというのが実感である。また、

市町村の取組も必要であることから、利用ニーズが出てきた際においては、市町村や福祉

部などの関係機関との連携のもと、しっかり対応していきたい。 

 

戸野部委員 

１ 価格転嫁の円滑化について、パートナーシップ構築宣言の目的の一つに、下請取引の

適正化を進めることがあるかと思う。下請業者が適正な価格で取引ができているかどう

か、チェックする体制はあるのか。 

２ 男性育休の課題として、社内でのキャリアがストップしてしまうことや、所得減など

があるが、どのように解決していくのか。具体的にはどのような環境整備がされていく

のか。 

 

産業労働政策課長 

１ まず、中小企業庁が、価格交渉促進月間のフォローアップ調査として、下請企業への

アンケート調査や下請Ｇメンによるヒアリング調査を定期的に行い、状況を把握してい

る。県においても、５月補正予算を活用して実施する中小企業診断士によるパートナー

シップ構築宣言登録に向けた働き掛けや伴走型支援で企業訪問を行うが、こうした際に

企業の価格転嫁の状況について把握していきたい。法律に基づく立入調査や勧告などの

権限は、基本的には国ということになっているため、把握した事案について、国と情報

連携を密にして取り組んでいきたい。 

 

多様な働き方推進課長 

２ 男性の育休取得が進まない理由として、自身のキャリアへの影響や所得の減少のほか、

育休を取得しづらい職場の雰囲気、上司や職場の理解がないこと、自分にしかできない

仕事があったことなどが挙げられる。男性の育休取得を推進するためには、企業内に残

る、男性の育休取得に対するネガティブな意識などを変えることが重要であると考えて

いる。他方、男性の就活生のうち、男性の育休取得を推進する企業を選びたいとの割合

が約８割、との民間の調査結果もあり、多様な働き方が可能となる企業を選ぶ傾向が強

まっていると感じている。そこで、男性の育休取得をテーマにした働き方改革セミナー

の開催や、アドバイザーの派遣を通して、経営者の意識の改革を促すとともに、男性の

育休取得に積極的に取り組んでいる企業を県ホームページで公表し、企業のイメージア

ップにつなげていく。こうした取組を通じて、経営者の意識改革と、自社の状況に適し

た男性の育休取得に向けた取組を促すとともに、各企業の個々の問題には、個別相談や

アドバイザー派遣を実施するなど、企業の実情に沿った支援を行っていきたい。 
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井上委員 

１ ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンターについて、最新の状況を調べると、管理運営に

係る調査業務及びＰＲ用動画等制作の委託先が決定したとあるが、今後どのように推進

していくのか。 

２ 資料１「２ 主な経済対策④商業・サービス産業の育成 キャッシュレス決済端末等

を活用してＤＸに取り組む商店街を支援」について、必要な取組と感じている一方で、

自身の地域の店では手数料や入金の遅さから、キャッシュレスをやめた店もでてきてい

る。この取組は、今挙げたような課題の影響がなく取り組める事業となっているのか。 

３ 行政として男性が家事育児に関わるための支援ができると思う。企業に対してだけで

なく、男性従業員に対する家事育児への支援も期待したいと考えるがどうか。 

 

産業拠点整備推進幹 

１ 県ではロボティクスセンターを、ロボット産業への県内中小企業の参入を促進するた

めの核となる施設として令和８年度の開所に向けて準備を進めている。施設整備につい

ては、今年度中に用地買収、実施設計を完了させる予定である。また、開所に先駆け、

今月、埼玉県ロボティクスネットワークを設立し、会員を５００者以上集めて分野別の

研究会やマッチングなどを実施する。さらに、ロボットに関連する展示会に出展し、ロ

ボティクスセンターのＰＲをしていく。 

 

商業・サービス産業支援課長 

２ 今回の事業では、例えば商店街が地域ポイントのデジタル化や地域通貨の導入をし、

単なるデジタル化だけでなくそこから得られたデータを活用して、商店街の活性化につ

なげていくことを支援するスキームである。なお、取組の一環として、個店がキャッシ

ュレス決済端末を新たに導入する場合は補助対象とする制度設計としている。 

 

多様な働き方推進課長 

３ 確かに、現在の取組は、企業向け、あるいは企業を通じて従業員に行うものが中心と

なっている。一方で、直接県民に向けた取り組みとしては「パパの育休取得ガイド」を

作成し、市町村を通して、母子手帳を交付する際などに御夫婦に配布してもらっている。

このガイドブックでは、家事の分担やポイントを整理したチェックリストも掲載し夫婦

で活用してもらっている。今回、委員からのアイデアを頂いたので、これまで以上に、

関係部局とも連携して取り組んでいく。 

 

井上委員 

１ ロボティクスセンターについては、管理運営調査業務の企画提案を募集したところ埼

玉りそな産業経済振興財団に決まり、ＰＲ用動画等制作については角川アスキー総合研

究所が受託したということだが、具体的にどう動かしていくのか。 

２ 商店街の傘下にある個々の店舗が、一度この取組をやってみた後、イメージと違いと

りやめた場合なども丁寧に対応してもらえるのか。 

 

産業拠点整備推進幹 

１ 管理運営調査については、先月契約し、今月から先行施設等５０件程度の資料収集や

アンケートを行い、来月以降に１０件程度のヒアリングを実施し、３月に報告書を提出

していただく。委託先と随時十分な打合せを実施し、今後の検討に必要となる情報が得
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られるよう努める。また、ＰＲ用動画等制作も契約が済んでおり、今後ＰＲ動画に加え

冊子を年度末までに作成し、ＨＰへの掲載や、展示会でのＰＲに使用していく予定であ

る。 

 

商業・サービス産業支援課長 

２ この事業では商店街に補助を出すため、個店の状況に変化が生じた場合は、商店街か

ら当課に話を頂いた上で、適切に対応したい。 

 

阿左美委員 

１ 県内中小企業の人材過不足感について「不足している」と回答した企業の割合が令和

５年で３４．０％である。一方で「適正である」と回答した企業は令和５年で６１．１％

となっている。「適正である」と回答した企業にもう少し雇用者数を増やしてもらえる

ような取組はないのか。 

２ 秩父地域では、地域に根差した個人事業主が、お祭りなど地域において重要な役割を

担うことが多い。サラリーマン化して遠くに通勤するようになるとそのような役割を担

う人がいなくなってしまう。「職住接近」で地域に根差し地元で起業してもらうような

支援はあるのか。 

３ 公共工事が平成２８年度の６８３億円から令和５年度の９００億円とかなり増えてい

る。大まかな内訳で大きな工事が増えたのか、細かい工事が増えたのか。 

４ ドローンやＧＰＳを組み込んだ重機などを活用する新技術を取り入れて生産性を向上

させることにより人手不足の解消を図るような建設業者に、何かしらの支援を今後して

いくのか。 

 

雇用労働課長 

１ 企業の雇用を増やす取組としては、企業の更なる成長に伴う必要な人材を確保すると

いう視点が考えられる。県では、県内中小企業に攻めの経営への転身を促すため、新た

な事業展開に必要な知識や経験を持つ即戦力となる人材、いわゆるプロフェッショナル

人材の採用により企業の成長を実現していく「プロフェッショナル人材戦略拠点事業」

を実施している。産業振興公社内にプロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、民間職

業紹介事業者と連携しながら、人材のマッチングを行っており、引き続き、企業に対し

プロフェッショナル人材事業の活用を促していきたい。 

 

産業支援課長 

２ 県では、令和元年度から秩父地域などの人口減少が著しい地域における創業促進を図

るため、国が定めた対象市町村において地域活性化や子育て支援などの社会的起業を行

う者に対して起業支援金を支給している。今年度、対象市町村に長瀞町を加えて１０の

市町村を対象地域としており、補助率は２分の１以内、支給上限が１４０万円である。

また、起業に当たっては、補助金を支給するだけではなく、創業・ベンチャー支援セン

ター埼玉のアドバイザーが事業プランのブラッシュアップを行うなど伴走型で支援を

行っている。 

 

建設管理課長 

３ 県土整備部では、県内企業の受注機会を確保するため、大小様々な工事を発注してい

るが、令和４年度における県土整備部発注工事の平均発注額は約５，１００万円であっ
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た。なお、令和４年度発注工事のうち、比較的規模の大きい１億円以上の工事の割合は

約１４％であった。 

４ 県土整備部では、平成２６年度から建設業の担い手確保、建設企業の人材、資機材の

効率的な活用等のため、工事稼働件数の平準化を図る取組を進めている。発注に当たっ

ては、分離・分割発注を基本としたうえで、技術者不足による入札の不調・不落対策と

して、発注規模を拡大し、工事件数が極端に多くならないよう配慮している。また、入

札手続においては、令和３年１月から１者入札を認めることや、発注標準の弾力的な運

用を実施し、さらに、配置技術者においては、複数の工事を兼務できる制度を策定する

など、柔軟に対応している。こうした取組により、県土整備部における不調・不落発生

率は、過去５年間のピークであった令和２年度の７．１％から令和４年度は４．７％ま

で減少している。また、ＩＣＴ等を活用した場合、総合評価方式の入札において加点す

るなどインセンティブを与えている。 

 

阿左美委員 

１ プロフェッショナル人材戦略拠点事業の実績はどのようになっているのか。 

２ 起業までの支援についての説明があったが、起業後の受注機会や資金繰りなどの問題

の方が大きいと思う。起業後にも、儲かるとか稼げるといったことも前面に出して支援

することも必要ではないのか。 

 

雇用労働課長 

１ 令和４年度は、８０２件の相談を頂き２０４件が成約した。令和５年度は５月末現在

で、６７件の相談を頂いており、前年度からの繰越も含めて４７件の成約となっている。 

 

産業支援課長 

２ 起業後も創業・ベンチャー支援センター埼玉で支援を行っているほか、先ほど申し上

げた支援金については、商工会議所・商工会を通じて申請することになっており、申請

段階から起業後のフォローアップまで連携して支援している。また、起業後の事業の継

続性が大事であることから、支援金の審査の際には、事業の継続性が大きな要素を占め

ており、事業プランの作成に当たっては、その部分のブラッシュアップを重点的に行っ

ている。儲かるという形で支援金の周知を行っているわけではないが、申請した事業者

には、そうした部分での支援も行っているところである。 

 

水村委員 

１ 本県独自の取組としてパートナーシップ構築宣言の登録促進や価格交渉支援ツールと

いった取組を行っていただいていることを非常に評価している。こうした本県独自の取

組を行って全国から注目をされていることは結構なことだが、その結果、近隣都県と比

べて本県の中小企業の価格転嫁が進んでいるのか。 

２ 価格転嫁できた分が賃金の上昇にどれほど結び付いたのか、相関関係はあるのか。 

 

産業労働政策課長 

１ 近隣都県との比較について、公的な資料はないが、帝国データバンクのアンケート調

査結果がある。希望する転嫁価格と実際の販売価格の割合を示す価格転嫁率を見ると、

埼玉県内の企業の価格転嫁率は４０．５％である。１都３県を比較すると、千葉県と同

じくらいであり、東京都と神奈川県を上回っている。 
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２ 今年４月２８日に開催した「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」において、関

東財務局からヒアリング調査を基に「価格転嫁の実施状況」と「賃金引上げの動向」の

相関関係を分析した資料をお示しいただいた。「７割以上を価格転嫁できている」と回

答した企業のうち、７５％以上の企業がベースアップを行ったと回答した。一方で、「３

割未満しか価格転嫁できていない」と回答した企業で、ベースアップを行ったと回答し

た企業は半数以下であった。こうした結果から、価格交渉に応じてもらい十分な価格転

嫁ができれば賃金アップにつながるということが見えてくる。こうしたことから、適切

な価格転嫁は賃上げの原資を確保するために必要であり、賃上げにつながるものである

と認識している。 

 

水村委員 

 報道等によると、価格転嫁についても賃上げについても、業種ごとに、上手くいってい

る業種と上手くいっていない業種があるようである。今後、業種ごとに分析をして更なる

支援につなげていく必要があると思うが、いかがか。 

 

産業労働政策課長 

 県が３月にとりまとめた価格転嫁の調査結果では、価格転嫁の満足度について、非製造

業は製造業に比べて満足度が１０％下回っていた。また、サービス業も特に厳しい状況で

あった。こうした状況を踏まえ、５月臨時会で議決を受けた伴走型支援では、特に課題が

ある業種の企業に赴き、エネルギーコストや人件費を含めたコストを丁寧に分析して価格

に反映していくことをアドバイスしていきたい。 

 

荒木委員 

１ 若者人材の不足に悩む業界について、業界の魅力や状況をアピールするセミナーのみ

ではなく、県の踏み込んだ対策が必要と考えるが、いかがか。 

２ 奨学金返還支援事業について、企業が返還を肩代わりし、従業員の方が１０年間働き

続ければ返還不要とする企業と、半分返還してもらえればよいとする企業があると聞

く。こうした取組に違いがある企業に対し、県の助成の仕方は同じなのか。 

３ 資料１の３（３）県内中小企業の賃上げ状況のグラフのうち、「賃上げの内容」のグ

ラフにある「その他１０．９％」の中身について具体的には何か。 

 

雇用労働課長 

１ それぞれの企業が若者に対して魅力ある企業であることをＰＲする必要があると考え

ている。若い人には、働きがいや働きやすさを重視する方もいるので、例えば、機材を

使って体の負担を軽減したり、シフトを組んで長時間労働を回避するなどの取組も有効

と考えられる。県の企業人材サポートデスクでは、人材総合相談員が人材確保・定着に

悩む企業からの相談に応じたり、業界に特化した面接会も開催している。こうした支援

を利用いただき、マッチングの成約率を上げていければと考えている。 

２ この事業は令和４年度から始めており、企業負担額の２分の１、上限額は対象者一人

につき年９０，０００円としている。手厚い支援を行う企業には、県がより手厚く支援

するという考えはあるが、企業の自助努力もあるので、企業負担の２分の１を支援する

ことにより人材確保に頑張る企業を応援するという趣旨になっている。 
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産業労働政策課長 

３ その他の内容については、自由記述で回答をいただいているものであり、非正規の最

低賃金上昇に伴う時給アップや、人事考課による能力給のアップといった声があった。 

 

荒木委員 

 奨学金返還不要事業について、多様な働き方実践企業も助成を受けていると聞く。この

助成を受けた企業の数や、多様な働き方実践企業の数はどうか。 

 

雇用労働課長 

 令和４年度に交付決定したのは１０社、うち多様な働き方実践企業は５社である。通常

は、企業負担額の２分の１、上限額は対象者一人につき年９０，０００円、県が認定する

多様な働き方実践企業については、企業負担額の３分の２、年間１２０，０００円までを

補助している。 

 

荒木委員 

 多様な働き方実践企業の５社について、奨学金の返済義務がどのような状況か把握して

いるか。上限が年間１２０，０００円となると差が出てしまうのではないかと考えるが、

一律に支払うのはいかがかと考える。 

 

雇用労働課長 

 上限が１２０，０００円ということなので、一律に支払っているものではない。企業に

おける支援の状況に応じて支払っている。返済義務がどのようなものを指すかは、よく分

からないが、県に対して返済を求めるということは想定していない。 

 

荒木委員 

 この事業は、例えば、企業が肩代わりして従業員が１０年間働けば返済しなくてよい、

又は、一定の割合の返済を求めるというものでよいのか。 

 

雇用労働課長 

 制度設計として何年間か勤めるということは求めていない。そういう企業もあれば、そ

うでない企業もあると考えるが、実際に企業が負担した額に補助するものであり、支給実

績があれば補助する事業である。 

 

鈴木（正）委員 

１ １（２）倒産件数が減少傾向であるのは結構だが、コロナ疲れなどで企業が廃業した

ということも聞いている。廃業件数は把握しているのか。 

２ １０月からインボイス制度がスタートする。この制度の開始に伴い廃業するという方

もいる。小規模事業者の県内の登録率がどうなっているのか。 

３ インボイス制度について、小規模事業者の負担を最小化する県の負担軽減や支援体制

はどうなっているのか。 

４ 県内中小企業の人材過不足感のグラフを見ると「不足」が３４．０％となっており多

いと考える。若者という話もあったが、シニア世代の活躍も大切ではないか。今朝、テ

レビで見た企業アンケートでシニアを雇用しない理由の第１位が「理由がない」、第２

位が「人手は充足している」、第３位が「健康や体力不足」であった。そこで伺うが、
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シニア活躍推進宣言企業の認定数は幾つか。また、その推移はどうなっているのか。 

５ セカンドキャリアセンターでのシニアの就業者数についてはどうか。 

 

産業労働政策課長 

１ 県内の休廃業・解散件数は、東京商工リサーチのデータによると、令和４年において

２，０４６件で前年比４．５％増となっている。 

２ 県内の小規模事業者のインボイス登録率は、把握していない。 

３ インボイス制度の開始に伴い、免税事業者が登録を行うことで課税事業者に移行する

場合には、納税負担が増すことが考えられる。新たに課税事業者に移行した事業者の中

には、財務体質に課題を持った事業者も多いと考えられることから、まずは、地域の身

近な相談機関である商工団体などの相談等を通じた経営支援を行っていきたい。また、

インボイス対応に向けてのシステム導入などの準備経費が増えるということも考えら

れる。そうしたことから、国では、課税事業者に対する補助金の拡充や税負担の軽減措

置など、新たに課税事業者に移行する事業者に対して支援を実施している。県では、現

在もホームページにおいて国の支援策を周知しているが、今後は、より多くの事業者の

方にインボイス制度に関する情報をお届けするため、事業者向けのＳＮＳやメールマガ

ジンなど多様な手段を活用して周知をしていきたい。 

 

人材活躍支援課長 

４ シニアの活躍推進に取り組む企業の「シニア活躍推進宣言企業」への認定は令和５年

５月末現在で３，１７７社、これは認定制度の始まった平成２８年の７．７倍である。

令和４年度からは、「シニア活躍推進宣言企業」のうち７０歳以上の高齢者が働ける制

度のある企業を「シニア活躍推進宣言企業プラス」に認定しており、令和５年５月末の

実績は１，５３７社と、令和８年度までに１，８００社認定するという５か年計画の目

標に向けて順調に推移している。 

５ セカンドキャリアセンターでは、キャリアカウンセラーが面談相談で求職者から聞き

取った就業希望条件を求人開拓員と共有し、求人開拓員が企業を訪問して最適と考える

求人情報を開拓している。さらに、条件が合わない部分については企業と交渉して、条

件の緩和などの調整を行うとともに、企業に対して求職者の適性などをアピールする丁

寧なマッチングを行っている。その結果、セカンドキャリアセンターの支援で就職した

６０歳以上は１，４８５人で令和３年度と比べ３４．８％増加、６５歳以上は７２８人

で令和３年度と比べ４０．５％増加し、いずれも人数、増加率共に過去最高である。企

業アンケートについて、シニアを雇用しない理由の第１位が「理由がない」との話であ

ったが、それは条件が合えばシニアを雇用するということでもあると考える。そうした

ことから、セカンドキャリアセンターのマッチングを通じて求職者の能力などの魅力を

伝え、採用につなげていきたい。 

 

鈴木（正）委員 

１ インボイスについて、国で補助金などの支援制度を行っており、県は周知をするため

にＳＮＳなどを行っていくということだが、県としてそのほかに対応することがあるの

か。 

２ シニア活躍と聞くが、一方で「なかなか就職できない」という声も聞く。シニア活躍

宣言企業の認定数が増えたとのことだが、それにより採用はどのくらい増えたのか。 
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人材活躍支援課長 

１ 県としては商工団体などの相談を通じた経営支援と、国支援策の周知を行っていきた

い。 

２ セカンドキャリアセンターの支援による就業だけではなく、本県全体のシニアの就業

状況をみると、総務省の労働力調査によれば、６５歳以上の令和４年平均の就業者数は

５４２，０００人と過去最多で、１０年前の１．７倍以上である。企業の取組が進むこ

とにより、シニアの就業も増加している。 


